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市町村長サミット

（令和８年１月２６日）

「農業振興地域の整備に関する法律（農振法）」
の改正について

奈良県食農部

資料３－１
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農業振興地域制度の仕組み
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農振法改正のポイント

※農林水産省作成資料
3



4

影響緩和措置とは①

※農林水産省作成資料を基に県が加工
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影響緩和措置とは②

奈良県：０％（P6参照）

※農林水産省作成資料を基に県が加工
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令和８年度の農振除外協議には除外市町村における

影響緩和措置が不要となる見込み

（①農用地区域への編入、②荒廃農地の解消、③農用地の造成）

（最終確定は法定協議終了の令和８年３月頃）

影響緩和措置率 ： 0％

（※）

令和８年度の奈良県における影響緩和措置について

（※）


